
Ⅷ．全体の奉仕者として自治体・公務公共関係労働者が
　　職務に専念できる賃金・権利・労働条件の改善を
１．自治体・公務公共関係労働者の賃金・労働条件の改善を行うこと
（１）　�「全体の奉仕者」として職務に専念できるよう「生計費原則」に基づき公務員の賃金・

労働条件の改善を進めること。とりわけ民間水準を下回る初任給を引き上げること。また、
公務員賃金は自治体労働者だけではなく民間の賃金水準にも影響を及ぼすことから、地場
賃金のいっそうの引き下げと地域経済の悪化をもたらす賃金水準の切り下げは行わないこ
と。

（２）　�自治体及び公務公共関係職場に働くすべての労働者の賃金について、「誰でも月額 25,000
円以上・時間額 150 円以上」の底上げを図ること。

（３） �地方財政の悪化を理由に「地方公務員給与の決定システム」を無視して賃金・労働条件
を切り下げることは、「地方公務員制度」の根幹を崩すものであり、労使交渉・労使合意抜
きの一方的な切り下げは行わないこと。また、正規職員の賃金削減等に連動させ、会計年
度任用職員等の一方的な賃金切り下げは絶対に行わないこと。

（４） �現業職員の賃金について、職務内容・適用法律などが異なる国家公務員現業職員との賃
金比較を理由とした行政職（二）表導入や賃金削減を行わないこと。自治体における現業
職員の役割を無視した賃金センサス（民間類似職種の賃金）等との比較、「見直し計画」に
基づく賃金引き下げや事業見直し、新規採用中止の強要を行わないこと。

（５） �期末・勤勉手当は、期末手当に一本化し支給月数を引き上げること。役職加算を廃止し
一律支給にすること。当面、勤勉手当の支給月数の比率縮小を進め、「人事評価」による差
別支給をやめること。

（６）　�地域手当については、賃金の地域間格差を拡大するものであり、廃止し基本賃金に組み入れ
ること。当面、市町村間の不均衡を是正するため、地域住民の生活実態や経済的同一性を踏ま
えた都道府県内一律支給を行うなど、個々の自治体の責任で地域手当支給率を引き上げること。
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（７） �扶養手当・住居手当・寒冷地手当など生活関連の諸手当は、生活実態や地域の実態を踏
まえて改善すること。扶養・住居手当支給要件から世帯主条項を外すとともに、共働きの
場合には夫婦のどちらからも申請を可能とすること。自宅に係る住居手当は、制定趣旨及び、
国と地方の居住形態の相違、民間における支給実態等を踏まえ、住宅保障政策として支給
すること。

（８） �災害等による公共交通機関の運休や道路の通行止め等の交通遮断によりやむを得ず通常
の通勤経路と異なる経路で通勤した場合、自己負担とならないよう通勤にかかった費用を
支給すること。

（９） �退職手当・退職年金の支給水準を引き上げること。退職手当の「職務・職責」による「調整額」
を廃止し、差別支給は行わないこと。公務員の退職給付のあり方を労働組合と協議すること。



（10）　�「能力・実績主義人事管理制度」は、公務の「公平性・中立性・安定性・継続性」の確保
を歪めるものであり公務職場に導入しないこと。「人事評価制度」は廃止するよう地方公務
員法を改正すること。

（11）　�「人事評価制度」を導入せざるを得ない場合でも、国公制度を地方自治体に押し付けるこ
となく、労使合意に基づく自治体職場の実情にそった独自の対応を行うこと。その際、臨時・
非常勤職員には導入しないこと。

（12） �既に「人事評価制度」を導入している自治体においては、賃金への反映を行わず、評価
基準・評価結果についての情報開示、不服申し立て制度や権利擁護・救済機関を整備する
こと。当局責任で継続的な検証を行い、必要な改善を進めること。

（13）　�会計年度任用職員等や派遣・請負・委託労働者を含め、自治体非正規雇用・公務公共関
係労働者の賃金を直ちに時間額 1,500 円以上に引き上げるとともに、「均等待遇」原則を確
立すること。

（14） �会計年度任用職員等の賃金について、正規職員との均等待遇に基づき給料・手当が支給
できるよう地方自治法の再改正など、抜本的な法制度の見直しを行うこと。当面、人事院「非
常勤給与指針」を踏まえた改善や格差是正を進めること。

（15）　�休暇、労働安全衛生、共済、労働災害等について、会計年度任用職員等にも「均等待遇」
として保障するよう法改正を行うこと。また、労働基準法など法令に定める休暇制度につ
いて速やかに未整備自治体をなくすとともに、正規職員と均等の休暇制度とすること。

（16） �会計年度任用職員の任用要件を臨時的・一時的な業務に限定するよう地公法を再改正す
るとともに、労働契約法 18 条の規定を公務職場にも適用するよう法改正すること。任用の
適正化、処遇の改善という地公法改正の趣旨に基づき、会計年度任用職員等の雇止め、労
働条件の不利益変更は行わないこと。

（17）　�公務公共業務に携わる民間労働者の賃金・労働条件について、「公共サービス基本法」第
11 条を踏まえた公契約の適正化を進め、自治体職員との均等に配慮した抜本的な改善を行
うこと。

（18） �公務公共業務に携わる有期雇用労働者について、労働契約法の改正趣旨を踏まえ、すで
に 5年を超え雇用更新されている労働者について無期契約への転換を図ること。また、無
期転換権の発生する期間直前での脱法的な雇い止めは行わないこと。

（19） �自治体職場への派遣労働者について、自治体による直接雇用を基本に、その雇用確保に
努めること。
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２．�総人件費削減の押し付け、分限免職等をやめ、年金・共済、高齢期雇
用の拡充を図ること
（１）　�「賃金決定原則の変更」、「地方人事委員会機能強化」「ラスパイレス指数の絶対視」等に

よる労使の自主決定権抑制と賃金水準引き下げを行わないこと。
（２）　�「給与制度は国公、給与水準は地域民間」を絶対視し、水準低下と格差拡大につながる一

方的な賃金制度の変更を行わないこと。自治体独自の賃金決定を尊重し、賃金制度や水準
を理由にした特別交付税の減額や起債制限はやめること。官民比較企業規模を 100 人以上
に戻すこと。

（３） �地域や職務・職責による賃金格差拡大を進める「給与制度の総合的見直し」は、抜本的
に改善すること。

（４） �人事評価を利用した昇給抑制や分限処分、民営化などによる組織の改廃や職の廃止、メ
ンタルヘルス不調など健康問題を理由とする分限免職・解雇は行わないこと。

（５） �公務員制度の一環としての共済制度の堅持と地域・職場の実情にあった運営を保障する
各単位共済組合を維持し、年金積立金の取り扱いの変更などは組合員の理解と納得を得る
こと。また、地公法第 42 条に規定する福利厚生の維持・拡充を図ること。

（６） �公的年金の支給開始年齢引き上げに伴い、誰もが働き続ける権利を確保するため、政府
の責任で定年引き上げを基本に雇用と年金の接続を図ること。また、再任用制度による場
合でも、雇用と年金が確実に接続するよう、希望者全員を任用すること。その際、新規採
用を抑制することなく、職員の長時間労働の解消や、住民のくらしを支える行政の拡充に
あてること。

（７） �60 歳から定年年齢前までの再任用でない短時間勤務制度を創設すること。また再任用で
ない短時間勤務からフルタイムへの移行など働き方の自己選択を保障すること。

（８） �定年まで安心して働き続けることができる職場環境とするため、必要な人員を確保する
こと。

（９） �60 歳以降の多様な働き方を保障するために、職場での議論と合意に基づき、経験や熟練、
専門性をいかした新たな職務や必要な人員を確保すること。また、委託業務を直営に戻し
その業務に従事する職員を自治体職員として採用するとともに、高齢職員の再配置を行う
こと。

（10） �65 歳まで働き続けることが困難な職種の存在を踏まえた制度など、職員の希望による多
様な働き方が可能となる制度を確立すること。

（11）　�定年引き上げにともない定年前後の賃金水準を引き下げないこと。
（12）　�年齢のみを唯一の理由として降任させる役職定年制の導入は慎重に対応すること。
（13） �早期退職者含む定年年齢前退職者については、希望者全員を再任用すること。なお、再

任用者については定数外とすること。
（14） �定年退職前の職員との均等待遇を前提に、再任用職員の賃金を大幅に引き上げること。

また、諸手当（一時金支給月数、生活関連手当など）も同様とすること。
（15） �60 歳以降で退職した場合は、在職時の「最高号給」を算定基礎として退職手当を支給す

ること。
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３．長時間・過重労働を規制し、人員確保・労働条件改善
（１） �長時間・過重労働をなくし、年間総労働時間 1,800 時間を実現し、業務量に見合った人員増、

時間外勤務規制など実効ある措置を講じること。
（２） �人員増にあたっては、当該業務に働く臨時・非常勤職員の正規職員化を図ること。また、

長期休暇の代替を確実に保障すること。特に産前産後休暇・育児休業は「任期の定めのな
い常勤職員」による代替を基本とすること。

（３） �保健所や地方衛生研究所など、公衆衛生に係る体制の拡充（施設・人員等）については
国の責任で必要な財政措置を行うこと。

（４） �国・自治体が率先して障害者雇用を促進するとともに、障害の特性に応じた職場配置の
配慮と支援、業務量に見合った職員配置を行うなど、職員が安心して働き続けられる職場
環境の整備を一体ですすめること。

（５） �本庁を含むすべての職場で 36 協定締結を進め、時間外勤務を規制すること。時間外勤務
の上限時間は最大で月 45 時間、年間 360 時間を限度とすること。厚生労働省「労働時間の
適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」等を踏まえ、労働時間
管理（黙示の超勤命令を含む）を徹底すること。時間外勤務手当について、時間外労働の
実態を踏まえた必要な財源を確保し、実績に基づき完全支給すること。

（６） �労基法 33 条 3 項について、「公務のために臨時の必要がある場合」の「臨時の必要」の
要件の厳格な運用を行うため、定義を明確化すること。他律的業務比重が高い職場や特例
業務の指定は無制限に行うことなく、指定にあたっては労使合意を前提とすること。

（７） �一般市町村の労働基準監督機関を自治体首長から労働基準監督署など第三者に変更する
こと。

（８） �終業時から始業時まで 11 時間以上のインターバル規制を義務化すること。
（９） �テレワーク導入（試行含む）については、対象者や使用範囲、労働時間管理、セキュリティ

対応、使用者による費用弁償、職員の健康管理などが職員に保障されることを前提として
労使協定を締結すること。

（10）　�公務の勤務実態に合わない「フレックスタイム制」「ゆう活」等は、導入しないこと。テ
レワーク導入（試行含む）は労使協議と合意を前提に厳格な労働時間管理が保障されない
限り導入しないこと。変則勤務は必要最小限に止めること。

（11） �有給休暇の完全取得の措置を講じるとともに、夏期、リフレッシュなど連続休暇を拡充
すること。

（12） �厚生労働省の「事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン」にも
とづき、放射線治療や人工透析などのための時間単位の病気休暇制度、短時間勤務、通勤
緩和措置、試し勤務制度等両立支援措置を拡充すること。また、病気療養休暇を原則 180
日に拡充すること。

（13） �パワー・ハラスメント予防・救済の取り組みを強化し、働きやすい職場づくりをすすめ
るため、ILO「仕事の世界における暴力とハラスメントの撤廃に関する条約（第 190 号）」
を踏まえ、厚生労働省「パワー・ハラスメントに関して雇用管理上講ずべき措置等に関す
る指針」（2020 年 1 月 15 日）及び人事院規則「人事院規則 10-16（パワー・ハラスメント
の防止等）」に基づき対策を講じること。
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（14）　�公務の職場からのあらゆるハラスメントの一掃に向け、全職員を対象にした「パワー・
ハラスメント防止法施行」に関する「教育・啓発活動」や「研修」を定期的に行うこと。

（15）　�あらゆるハラスメントの防止に係る労使協定の締結に向け、労使協議や交渉に応じること。
（16）　�自治体の管理者責任を明確にして、実態告発・通報の窓口や苦情処理対策委員会（仮称）、

外部の専門家の入ったハラスメント相談・問題解決の処理機関を設置すること。
（17） �職員からのあらゆるハラスメントに係る相談・苦情に対応する相談窓口を庁内又は庁外

に設置し、相談窓口の設置について職員に周知を図ること。
（18） �ハラスメントに係る相談窓口、苦情処理対策委員会、問題解決の処理機関、相談ホット

ラインの利用・相談等に関わる受付は、被害者に対する健康上の配慮及びプライバシーの
保護の徹底が図られるよう、書面又は口頭で申し出ることができるようにすること。また、
申し出は被害者だけではなく、他の者が代わって申し出ることもできるようにすること。

（19） �ハラスメント被害者から苦情の申し出を受けた場合、自治体は直ちに苦情処理対策委員
会等が関係者から事情聴取を行うなど適切に調査を行うこと。また、問題解決の処理機関
と連携をはかり問題の迅速な解決に努めること。

（20）　�あらゆるハラスメントの苦情の申し出及び処理に当たっては、当事者双方のプライバシー
に十分配慮し、原則として非公開で行うこと。また、ハラスメントに関する相談や苦情を
申し出たこと等を理由として、相談者（被害者）が不利益を被ることがないようにすること。

（21） �自治体職場におけるすべての職員に対する第三者からのハラスメント（カスタマーハラ
スメント）に対し、雇用管理上必要な措置を講ずるなど、職員の健康被害の防止及び職員
の安全の確保に責任を持つこと。

４．�労働安全衛生活動を強化し、働く環境の改善、職員のいのちと健康を
守ること
（１）　�過労死防止対策推進法の趣旨を踏まえ、過労死・過労自死・公務（労働）災害の根絶を

図るために改善措置をとること。
（２） �事業場を構成するすべての雇用形態の職員が参加する安全衛生委員会を設置し、委員会

の月 1回以上開催や職場巡視を行うこと。委員会では、労働安全衛生規則に定められた付
議事項についての調査審議、職員への周知を進め、委員会の議事に基づき労働安全衛生を
強化すること。

（３） �本人・遺族からの公務災害認定申請権を規則に明記することをはじめ、臨時・非常勤職
員の安全衛生を強化すること。また、すべての非正規職員に労災・公務災害補償の対象と
なることを周知し、事故等が起こった場合は速やかに申請すること。

（４） �厚生労働省「労働者の心の健康保持増進のための指針」に基づき、「心の健康づくり計画」
「職場復帰プログラム」の作成等を行うこと。休業中の所得保障を拡充し職場復帰訓練、段
階的就労が円滑に行えるよう復帰訓練時の労災・公務災害補償など法改正を含む制度見直
しを進めること。

（５） �健康診断の内容を充実し、健診後の要管理者に対する使用者の事後対処を徹底すること。
自治体の非正規雇用労働者についても、同様の改善を図ること。労働安全衛生法が義務づ
けたストレスチェックについて、メンタル不調の早期発見のみならず、長時間労働の解消
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や職場環境の改善に活用し、雇い止めなど不利益取扱いの口実とはしないこと。
（６） �アスベストの被爆を防ぐため、全ての公共施設において使用の有無を把握し、使用・修理・

解体にあたり適切な管理を行うこと。
（７） �アスベストによる公務災害・労働災害の認定にあたっては、公務外・業務外に石綿ばく

露起因性が認められない場合、すべて公務災害・労働災害とすること。また、関係職員の
予防、健康診断、救済等を講じること。

（８） �放射線装置から発生する放射線により汚染されたものを取り扱う業務にかかわるすべて
の職員を対象に被ばく線量管理を行い、その記録を永年保存すること。また、汚染拡大防止、
内部被ばく防止のための保護具等の着用、及び作業管理の徹底を図ること。

（９） �地方公務員災害補償基金の本部・支部が名実ともに「独立救済機関」となるよう、その
組織体制と運営を「公開・民主」の原則に基づき改革すること。また本部・支部審査会の
参与や基金運営審議会に自治労連の代表を選任すること。

（10） �国・自治体が率先して障害者雇用を促進するとともに、障害の特性に応じた職場配置の
配慮と支援、業務量に見合った職員配置を行うなど、職員が安心して働き続けられる職場
環境の整備を一体ですすめることを求めます。

５．�ジェンダー平等の実現、「仕事と家庭の両立支援」、母性保護の充実を
図ること
（１） �社会と職場のジェンダー平等を進めるため、女性差別撤廃条約の日本での実施に係る国

連女性差別撤廃委員会の「総括所見」（2016 年 3 月 7 日）の勧告に基づく速やかな措置を
講じること。
① �選択的夫婦別姓制度導入、再婚禁止期間の男女差別などの解決のため、ジェンダー平
等の理念に基づいて民法を改正すること。
② �男女共同参画基本計画に示された、女性の雇用、意思決定参加における「事実上の平等」
のための「暫定的特別措置」を社会のあらゆる場面で早急に行うこと。
③ 個人を救済する道を開く、女性差別撤廃条約選択議定書を直ちに批准すること。
④ �被害者への公式な謝罪や保障など「慰安婦」問題の被害者本位の解決とともに、次世
代に対し事実にもとづく歴史教育を行うこと。

（２） �男女共同参画基本計画を受けた地方行動計画の推進にあたっては、女性団体の意見を反
映させ、実効性あるものにすること。

（３） �男女平等（共同参画）推進事業・意識啓発事業を拡充すること。女性センター（女性会館）
等の外部委託化・統廃合を行わず、直営で正規職員を基本に運営すること。

（４） �性の多様性について啓発のための研修と、性的マイノリティの人権に配慮した職場環境
整備を行うこと。

（５） �男女雇用機会均等法を、ⅰ）「雇用管理区分」を廃止しあらゆる間接差別を禁止、ⅱ）ポ
ジティブアクション規定の義務化、ⅲ）違反企業の罰則強化、ⅳ）公務労働者への全面適
用など、実効ある男女雇用平等法に改正すること。また、ハラスメントを発生させない、
権利取得を妨げないよう相談・対応が可能な体制整備をはじめとする雇用主責任を果たす
こと。

６



（６） �女性活躍推進法・次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主計画の具体的推進につ
いて、労働組合と協議し実効ある手立てを講じること。推進委員に労組代表を入れること。

（７） �募集・採用、配置・昇進など、公務職場のすべての場面で直接・間接差別を是正すること。
また、ポジティブアクションを推進するとともに職場環境整備を行い、女性管理職の比率
を引き上げること。教育訓練、研修、手当、福利厚生、共済給付等での男女差別をなくし、
会計年度任用職員等にも適用すること。

（８） �改正地方公務員育児休業法に基づき条例・規則等を速やかに改正すること。改正にあたっ
ては、既存の到達水準を引き下げることなく、権利行使に必要な人員体制を整備すること。

（９）　�育児休業・介護休暇を有給とすること。当面、所得保障の額や期間の拡充、共済掛金等
社会保険料の免除（介護休暇）、取得に関する不利益規定の全撤廃、当局責任で男性取得推
進強化（育児休業）を図ること。

（10）　�｢ 短期介護休暇 ｣は「要介護」状態を要件とせず、対象・日数の拡充を図ること。また、「子
の看護休暇」から取得対象を子に限定しない「家族看護休暇」とすること。

（11）　�家族的責任を持つ労働者の時間外・休日・深夜労働の免除を行うこと。また、育児責任
の対象は義務教育終了までとすること。

（12） �自治体に働く臨時・非常勤等職員に育児休業・介護休暇・子どもの看護休暇などを均等
待遇で直ちに制度化すること。制度化されている場合でも、雇用実績や見込み等の取得要
件を緩和するとともに、職員への周知を図ること。

（13）　�育児時間の期間・時間の大幅な延長を有給で行うとともに、部分休業の対象を小学校 3
年生まで引き上げること。子どもの保育所・学校行事などに使える有給の家族休暇を新設・
拡充すること。

（14）　�「育児のための短時間勤務制度」の条例化にあたっては、本人の選択権の保障とあわせ、
不利益取り扱いの排除、十分な代替職員の確保を明記すること。

（15） �母性保護の権利行使ができるよう、適正な人員配置や必要な代替措置を行うこと。産前
産後休暇・生理休暇などの権利について、国の水準を理由にした引き下げは行わず、改善
を進めること。

（16）　�妊産婦の危険有害業務、深夜・時間外・休日労働を禁止し、労働時間短縮、他の軽易な
業務への転換など労働軽減と、交代・変則勤務における妊産婦の産前・産後休暇や夜勤免
除などを保障すること。

（17） �出産休暇を産前 8週間、産後 10 週間（多胎妊娠の場合は産前 14 週間）以上にすること。
予定日前出産の場合も全期間を認めること。妊娠 4カ月未満の流産に対し 4週間の休暇を
制度化すること。妊娠障害休暇、不妊・不育治療休暇を制度化すること。

（18）　�更年期にかかわる措置を制度化すること。女性検診（乳がん・子宮がん）、骨密度検査に
ついて、毎年希望者全員の受診を保障すること。

７




